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【図 1】

■
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
た
め
に

　
　

認
知
症
な
ど
の
病
気
に
よ
る
、

理
解
力
や
判
断
能
力
の
低
下
は
、

将
来
誰
も
が
起
こ
り
う
る
こ
と

で
す
。
悪
質
商
法
や
経
済
的
虐

待
の
被
害
か
ら
身
を
守
る
と
と

も
に
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
尊

厳
あ
る
暮
ら
し
を
送
る
た
め
の

手
段
の
一
つ
と
し
て
、
成
年
後

見
制
度
の
利
用
を
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

　
　

制
度
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
法
定
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は
？

　
　

法
定
後
見
制
度
を
利
用
す
る

た
め
に
は
、
本
人
の
住
所
地
を

所
管
す
る
家
庭
裁
判
所
（
小
諸

市
は
長
野
家
庭
裁
判
所
佐
久
支

部
）
に
審
判
を
申
し
立
て
ま
す
。

　
　

申
し
立
て
が
で
き
る
人
は
、

「
本
人
」「
配
偶
者
」「
四
親
等

以
内
の
親
族
」
な
ど
で
す
。
ま

た
、
本
人
に
判
断
能
力
が
無
く
、

親
族
が
い
な
い
場
合
は
市
長
が

申
し
立
て
を
行
い
ま
す
。

　
　

申
し
立
て
後
、
2
か
月
か
ら

4
か
月
で
成
年
後
見
人
等
が
選

任
さ
れ
、
支
援
が
開
始
さ
れ
ま

す
。（
図
2
参
照
）

【
財
産
管
理
】　 

本
人
に
代
わ
っ
て

財
産
の
管
理
を
行
い
ま
す
。
例

と
し
て
、
印
鑑
、
預
貯
金
通
帳

の
管
理
、
収
支
の
管
理
、
不
動

産
の
管
理
・
処
分
、
遺
産
相
続

の
手
続
き
な
ど
で
す
。

【
身
上
監
護
】　 

本
人
の
意
思
を
尊

重
し
、
心
身
の
状
態
及
び
生
活

の
状
況
に
配
慮
し
た
支
援
を
行

い
ま
す
。
例
と
し
て
、
老
人
ホ

ー
ム
な
ど
介
護
施
設
の
各
種
手

続
き
や
費
用
の
支
払
い
、
障
害

福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
手

続
き
、
生
活

状
況
の
確
認

の
た
め
の
定

期
的
な
訪
問

な
ど
で
す
。

■
成
年
後
見
制
度
と
は

　
　

認
知
症
・
知
的
障
が
い
・
精

神
障
が
い
な
ど
に
よ
っ
て
判
断

能
力
が
十
分
で
な
い
方
の
財
産

と
生
活
を
、
家
庭
裁
判
所
が
選

ぶ
援
助
者
が
守
る
制
度
で
す
。

　
　

成
年
後
見
制
度
に
は
「
法
定

後
見
制
度
」
と
「
任
意
後
見
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。

◆
法
定
後
見
制
度
（
図
1
参
照
）

　
　

利
用
す
る
人
の
判
断
能
力
の

程
度
に
応
じ
て
3
つ
の
種
類

（
補
助
、
保
佐
、
後
見
）
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

◆
任
意
後
見
制
度
（
図
1
参
照
）

　
　

現
在
は
判
断
能
力
の
あ
る
人
が
、

将
来
認
知
症
な
ど
で
判
断
能
力
が

衰
え
た
と
き
に
、
財
産
管
理
や
日

常
生
活
で
の
契
約
な
ど
の
法
律
行

為
を
本
人
に
代
わ
っ
て
行
う
人
を

あ
ら
か
じ
め
自
分
自
身
で
決
め
て

お
く
制
度
で
す
。

■
法
定
後
見
制
度
は
ど
ん
な
こ
と

が
で
き
る
制
度
？

　
　

裁
判
所
が
決
め
た
後
見
人
は
、

本
人
に
代
わ
っ
て
次
の
こ
と
が

で
き
ま
す
。
保
佐
人
、
補
助
人

の
権
限
は
、
家
庭
裁
判
所
の
判

断
に
よ
り
決
め
ら
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課　

高
齢
者
支
援
係

【図 2】

ご
存
じ
で
す
か
？

成
年
後
見
制
度

■成年後見制度についての相談窓口
・【さく成年後見支援センター】（福）佐久市社会福祉協議会内
　☎0267－64－5255　Ｅメール：kouken＠sakusi-shakyo.or.jp
　所在地：佐久市取出町183番地　野沢会館 2階
　開所時間：㈪～㈮　午前 8時30分～午後 5時15分
　　　　　　（祝日及び年末年始は除く。）
・【小諸市地域包括支援センター】☎24－1051・26－2250
・【小諸市高齢福祉課　高齢者支援係】


